
生涯学習スポーツ振興課 

 

 

港区立生涯学習センター及び港区立青山生涯学習館 

指定管理者の公募について 

 

 港区立生涯学習センター及び港区立青山生涯学習館について、現在の指定管理者

（公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団）の指定期間が、令和６年３月 

３１日に終了するため、新たな指定管理者の公募を行います。 

 

１ 対象施設 

（１）港区立生涯学習センター 

   港区新橋三丁目１６番３号 

（２）港区立青山生涯学習館 

   港区南青山四丁目１９番７号 

 

２ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 公募単位 

  上記１（１）及び（２）の施設を一括で公募します。 

 

４ スケジュール(予定) 

  令和５年２月２０日        公募開始 

  令和５年２月２０日～５月２６日  応募期間 

  令和５年７月           指定管理者候補者の選定 

  令和５年第３回港区議会定例会   指定議案の提出 

  令和６年４月１日         新たな指定管理者による管理開始 

令和５年１月２７日 資料№４ 
区 民 文 教 常 任 委 員 会 


